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平成18年6月19日
振動障害等の防止に係る作業管理のあり方検討会 第3回 資料

電動工具メーカーの振動表示及び振動測定
（騒音についても振動と類似していますが，ここでは振動について紹介します）

株式会社マキタ
技術研究部　畝山 常人

(1)動力工具の振動値表示
　現在，EU加盟国内で販売されるすべての手持ち式及び/又は手誘導式動力工具は，その取扱説明
書に振動値を記載することが規定されています。（EU加盟国以外では規定している国は無い）
　これは，EU機械指令

の 2.2 Portable hand-held and/or hand-guided machinery に essential health and safety
requirements として下記が規定されているためです。

機械指令に規定されている事項を順守しなければ，CEマーキングを行うことは出来ず，それはEU
加盟国での販売が出来ないことを意味します。
　機械指令では，取扱説明書に適切な試験規定*2により得た機械の振動値が2.5m/s2を超えるも
のはその振動値を，2.5m/s2を超えないものはその旨を明記することが規定されています。振動
値を取り扱い説明書のどの部分にどのように記載するかについては規定されていません。（CE適
合宣言と共に記載する，又は機械仕様の一部として記載することが多いようです。）
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　次ページに振動値記載の例を示します。
　日本では「ユーザーが取扱説明書を読むことはほとんど無い」と言われますが，欧州（特に英
国）では，工具はハイヤー業者（レンタル業者）から借りるケースが多く，ハイヤーが自社のレン
タル工具のカタログに取扱説明書から抽出した振動値を一覧で記載しユーザーの便を図っているケ
ースが多くあります。

Makita の記載例（CE適合宣言とともに記載）

Boschの記載例（CE適合宣言とともに記載）

Hiltiの記載例（機械仕様表の一部として記載）



(2)振動の測定規格
　a)振動測定に関連する規格（代表的なもの）

　動力工具の振動測定規格（規定）には，主なものとして次のようなものがあります。
　1.ISO 5349-1：手腕振動測定の基本概念及び一般要求事項
　2.ISO 5349-2：作業現場での実務的手腕振動測定方法（JIS B 7761-2　IDT）
　3.ISO 8041：手腕振動・全身振動の測定装置（JIS B 7760-1，JIS B 7761-1　

MOD）
　4.ISO 8662シリーズ：第1部で一般要求事項を，第2部～第14部で個別工具群の振動測定

方法を規定
　5.ISO 22867：エンジン駆動チェーンソー及び刈払い機の振動測定方法の規格
　6.ISO 20643：手持ち/手誘導機械の振動Emission評価のための原則（ISO 8662-1に代

わるもの）
　7.EN 50144シリーズ：電気モータ駆動手持ち工具の安全，第1部で一般要求事項を，第2

部-1から-18で個別工具群の振動測定方法を規定，EN 60745に置き換えられた*3

　8.EN 60745シリーズ：モータ駆動電動工具の安全，第1部で一般要求事項を，第2部-1か
ら-20で個別工具群の振動測定方法を規定

　9.EN 12096：振動Emission値の宣言と検証（機械指令に対応）
*3　EN 60745の振動測定は3軸測定になるが，現在は暫定的にEN 50144のそれを引

用しており振動測定の条項は順次改正されることになっている。3軸に改正されている
ものは数部のみ。

　＜ISO 8662，EN 50144，EN 60745の各部対象工具群については表1に示す＞
　b)適用する規格

　EUでは，適用する試験規格［(1)の*2］優先順位を下記のように定めています。
　(1)欧州規格（EN規格）
　(2)該当するEN規格がない場合は，国際規格（ISO，IEC規格等）
　(3)欧州規格・国際規格とも該当する規格のない場合は，EU加盟国の国内規格
　(4)(1)，(2)，(3)いずれもない場合は［(1)の*1］，試験方法・条件等を記載する
としています。
　マキタの製品は電動工具であるため，優先順位(1)の欧州規格であるEN 60745を適用する
ことになります。（空圧・油圧工具であればISO 8662を，エンジンチェーンソー・刈払い
機はISO 22867を適用します。
　日本では，工具振動値の表示を規定した法令はなく，振動測定方法も評価方法も確定して
いないため，会社のデータとしてEN準拠の振動測定（3軸でおこなっています）を行いデー
タをプールしていますが，現状それを公開することはしておりません。（国内メーカの多く
が同様と考えます）

　実際の規格の適用は，該当工具がEN 60745に規定されておればEN 60745を，EN
60745に規定されていなければEN 50144を適用しています。
　EN 60745は，3軸測定を規定するものですが，実際には3軸測定への改正は過渡期にあ
り，EN 50144の単軸測定を暫定的に個別工具群に適用しているものが多いのが実状です。
　測定は3軸測定を行っていますが，CEに対応する宣言は各規格に規定するもの（単軸値又



は3軸値）を記載しています。

＜参考＞ ISO 8662，EN 50144，EN 60745で振動測定が規定されている工具群

ISO 8662 Hand-held portable power tools－Measurement of vibration at the handle
－
Part 1 1998 General

Part 2 1992 Chipping hammers and rivetting hammers

Part 3 1992 Rock drills and rotary hammers

Part 4 1994 Grinders

Part 5 1992 Pavement breakers and hammers for construction work

Part 6 1994 Impact drills

Part 7 1997
Wrenches, screwdrivers and nut runners with impact, Impulse
and ratchet action

Part 8 1997 Polishers and rotary, orbital and random orbital sanders

Part 9 1996 Rammers

Part 10 1998 Nibblers and shears

Part 11 1999 Fastner driving tools

Part 12 1997
Saws and files with reciprocating action and saws with
oscillating or rotary action

Part 13 1997 Die grinders

Part 14 1996 Stone-working tools and needle scalers

EN 50144 safety of hand-held electric motor operated tools－
Part 1 1999 General requirements

Part 2-1 2000 Particular requirements for drills

Part 2-2 2000 Particular requirements for screwdrivers and impact wrenches

Part 2-3 2002
Particular requirements for grinders, disk type sanders and
polishers

Part 2-4 2000 Particular requirements for sanders

Part 2-5 2000 Particular requirements for circular saws and circular knives

Part 2-6 2000 Particular requirements for hammers

Part 2-7 2000 Particular requirements for spray guns

Part 2-8 1996 Particular requirements for sheet metal shears and nibblers

Part 2-9 1996 Particular requirements for tappers

Part 2-10 2001 Particular requirements for jig saws



Part 2-11 1997
Particular requirements for sable saws and double blade
reciprocating saws

Part 2-12 　 　

Part 2-13 2002 Particular requirements for chain saws

Part 2-14 2001 Particular requirements for planers

Part 2-15 2001 Particular requirements for hedge trimmers

Part 2-16 2003 Particular requirements for tackers

Part 2-17 2000 Particular requirements for routers

Part 2-18 2000 Particular requirements for laminate trimmers

EN 60745 Hand-held motor operated electric tools－Safety
Part 1 2003 General requirements

Part 2-1 2003 Particular requirements for drills and impact drills

Part 2-2 2003 Particular requirements for screwdrivers and impact wrenches

Part 2-3 　 　

Part 2-4 2003
Particular requirements for sanders and polishers other than
disk type

Part 2-5 2003 Particular requirements for circular saws

Part 2-6 2003 Particular requirements for hammers

Part 2-7 　 　

Part 2-8 2003 Particular requirements for shears and nibblers

Part 2-9 　 　

Part 2-10 　 　

Part 2-11 2003
Particular requirements for reciprocating saws (jig and sabre
saws)

Part 2-12 　 　

Part 2-13 　 　

Part 2-14 2003 Particular requirements for planers

Part 2-15 2004
Particular requirements for hedge trimmers (Proposal for
modification of prEN 60745-2-15)

Part 2-16 　 　

Part 2-17 2003 Particular requirements for routers and trimmers

Part 2-18 　 　

Part 2-19 　 　

Part 2-20 2003 Particular requirements for band saws



　注)EN 50144-2-12，EN 60745-2-3，-7，-9，-10，-12，-13，-16，-18，-19は
2006年5月現在未発行。
EN 60745は，手持ち式モータ駆動電動工具の安全性を規定した国際規格IEC 60745
に振動・騒音測定規定を付加してCENERECが欧州規格としたもの。

＜参考＞
　現在，手持ち式工具の動力源としては (1)油空圧 (2)電気（AC，DC）(3)内燃エンジンが
主なものであり，電動工具が60%以上を占めていると言われている。
　ISO 8662シリーズは，ISO/TC 118:Compressors, pneumatic tools and pneumatic
machinesがIEC/TC 61:Safety of household and similar electrical applianceと共同で制
定したものであるが，主に油空圧工具を対象としている。EN 50144はCENEREC TC
61F:Hand-held and transportable motor operated electric toolsにより電動工具を対象に
制定されたものである。ISO 8662とEN 50144は測定方法において類似しているが，細部
で異なっている点が多く，動力源が異なるだけの同種の工具で測定方法が異なり，結果とし
て測定結果（振動値）が異なるという問題がある。
　内燃エンジン工具については，主なものはチェーンソー及び刈払い機であり，エンジンと
いう特殊性（アイドリングがある等）から，油空圧式及び電動式と異なる測定方法が規定さ
れる（ISO 22867:ISO/TC 23/SC 17 Tractors and machinery for agriculture and
forestry, Manually portable forest machineryが作成）のはやむを得ないと考えられる。
　ISO 5349の改正に伴い，EN 60745の制定・ISO 8662の改正作業が進められている
が，EN 60745の制定はCENEREC TC 61Fが担当し，ISO 8662の改正はISO/TC 118/SC
3/WG 2とCEN/TC 231/WG 2の共同作業で進められている。ISO 5349に準拠するための3
軸測定への変更がその大きな部分であるが，油空圧工具と電動工具の振動測定方法が統一さ
れるという見込みは少ないと思われる。
CEN 　Comite European de Normalisation：欧州標準化委員会

CENEREC
　Comite European de Normalisation Electrotechnique：欧州電気標準化委員
会

(3)　株式会社マキタでの規格振動測定
　3-1　測定装置

測定装置（機器）は，ISO 5439-1，ISO 8041（JIS B 7761-1）に適合するものが要求
されます。
マキタで保有している測定装置（機器）は2006年5月現在下記です。
・B&K社製　PULSEシステム（16ch）　1式
・B&K社製　PULSEシステム（12ch）　1式
［ポータブルタイプ］
・Larson Davis HVM100　2台　＜使用ピックアップ：356M71＞
・Rion　VM-54　1台　＜使用ピックアップ：PV-97C＞
規格測定には，B&K PULSE 12chにB&Kピックアップ4374Lをアダプタに3軸固定したもの
（2セット）及び騒音測定用にマイクロフォン5台を接続して使用。
HVM100，VM-54はフィールド測定用に使用。



　3-2　測定室
　マキタでは，EU指令で要求される振動値・騒音値を同時に測定しているため，測定は
ISO 3745（JIS Z 8732）に適合した半無響室（10.2×5.5×3m）にて測定を行っていま
す。

　3-3　測定治具類
　測定治具類は，ISO 8662，EN 50144，EN 60745に規定されるものを製作し保有し
ています。周辺機器も規格の要求に適合したものを使用しています。

　3-4　被削材
　被削材・試験用コンクリートブロック等は，EN 50144，EN 60745に規定されるもの
を常備しています。

　3-5　試験者・測定者
　規格測定においては，試験者・測定者の技量が大きな要素となります。
　経験15年以上のベテランをはじめとし，十分な経験と技量を有する人員を配置していま
す（専用要員3名+試験者4名，他に試験が行えるもの数名）。これらの人員は，規格の詳細
を熟知していると同時に“試験の勘どころ”を知り尽くしているメンバーです。



騒音は工具を中心とする半径2mの球面上の5本のマイクにて測定

熟練作業者がはかりの上に乗って押付け力をモニタしながら作業する



　写真は，電動ハンマの測定の様子で，EN 60745-2-6に従って，騒音測定と振動測定を同時に
行っているところを示します。

　次ページに，EN 60745-2-6: Particular requirements for hammers の振動測定部分の抜粋
を紹介します。 　騒音値と振動値は同一試験条件で測定することになっており，ビットが回転し
ないハンマ（ブレーカなど）については，ISO 8662-2: Chipping hammers and riveting
hammersなどと同様な負荷装置（エネルギー吸収装置：Figure Z104）を用いて，ビットが回転
するハンマ（ロータリハンマ）は，Table Z102に規定するコンクリートブロックを用い，Table
Z103に規定するドリルビット・Table Z104に規定する試験条件で測定を行うことを規定していま
す。
　写真の試験はビットが回転しないハンマの試験であり，騒音測定のためエネルギー吸収装置は防
音ボックスで覆われています。





(4)規格試験による振動値と実作業で暴露される振動
　「規格試験＝形式試験」で得られる振動値は，実作業で暴露される振動と整合しているのか？　
ということがしばしば問題にされます。欧州でも，宣言値をそのままリスク評価に用いることが出
来るのか？　ということが大きな問題になっています。 　規格試験は大きく分けて
　　・模擬付加によるもの（グラインダ・インパクト工具・ハンマなど）
　　・実作業によるもの（ロータリハンマ・振動ドリル・サンダ・のこぎりなど）
の二つに分類されます。
　規格では“実際の作業環境における振動加速度と近い値となる（ISO 8662-3）”とされていま
すが，一方“異なる動力工具又は同じ種類の異なる形式の動力工具を比較するために用いることを
目的にする”また“振動暴露の評価が必要な場合には実作業状態で測定することが必用となる（ISO
8662-4など）”とも明記されており，規格試験（形式試験）で得た振動値をそのまま人体への影
響の評価に用いることが出来るかどうかには疑問があります。
　規格試験は，「いつでもどこでも再現可能であること」が重要でありそのために詳細な測定方法



を規定しているもので，その結果を「異なる動力工具又は同じ種類の異なる形式の動力工具を比較
する」ために用いるときには信頼に足るデータとなりますが，実作業で人体が暴露される振動は規
格試験に含まれない多くの要素が関係してきますので，規格試験で得た値をそのまま人体への評価
に用いることには問題があると考えられます。
　模擬負荷を使用する規格試験では，模擬負荷が実作業を代表する振動を発生するものであるかど
うかが大きな問題点になります。
　実負荷試験においても，負荷状態は厳密に規定されていますが，実作業で発生する振動は，
　　・作業内容（例：同じグラインダを用いる作業でも，研削砥石を用いる研削・ダイアモンドホ

イールなどを用いる切削・カップブラシなどを用いる塗装剥がしなどで同じ工具を用いても
発生する振動は大きく変化する）

　　・作業対象（例：同じグラインダに同じダイアモンドホイールを装着して切断作業を行う場
合，被削材がコンクリート，石材，煉瓦，瓦など異なれば，発生する振動は大きく異なる。
また砥石での研削作業でも砥石の粒度により振動値は異なる。）

　　・作業状況（例：同じ工具を用いても，重作業か軽作業かなどで振動値は異なる）
　　・作業者の技量（作業者の技量で振動値が大きく異なってくることは良く知られている）
　　・用いる先端工具の状況（例：コンクリートハツリ作業で，プルポイントが摩耗してくれば振

動値は数倍に増大するケースもある）
などなど多くの要因で人体が暴露される振動は大きく異なってきます。
　欧州では，規格試験で得た振動値から実作業時に暴露されるであろう振動値を推定するための係
数を設定する試みもなされています（CEN TR15350）が，前田先生の調査ではその信頼性はあ
まり無いようです。
　同じ工具を使用しても多種多様な条件により工具から発生する振動の大きさが大きく異なること
はメーカーとしても承知しており，ある条件下での振動に対する問い合わせなどがある場合は，出
来うる限りその条件を再現して振動測定を行う，又は作業現場へ伺い実作業での振動測定を行うこ
とは実施していますが，工具振動値を公表する場合には，規定された試験方法に基づいた形式試験
値を用いざるを得ないと考えています。
　振動の人体への影響を評価する場合，実作業で暴露される振動を直接測定するのが最良ですが，
　　・形式試験で得る値が可能な限り実作業で生じる振動に近づくよう試験規定を定める
　　・実作業を想定し，得た形式試験値を実際の値に換算するための係数を（作業条件に応じ複

数）定める
　　・形式試験値から想定する実暴露振動値に安全率を持たせる
ことなどの検討が必要であろうと考えます。
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